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平成26年 氷川町賃借料情報の提供について

　
近
年
の
厳
し
い
農
業
情
勢
の
中
で
、本
町
農
業
経
営
の
安
定
と
産

地
体
制
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、元
気
を
取
り
戻
し
、活
性
化
を

促
し
、発
展
す
る
こ
と
を
目
指
す
平
成
27
年
度
氷
川
町
農
業
元
気
づ

く
り
支
援
事
業
を
実
施
し
ま
す
。
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農
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農
業
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農
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援
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【
事
業
対
象
者
】

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

①
認
定
農
業
者
で
あ
る
こ
と

②
町
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

③
受
益
戸
数
が
３
戸
以
上
の
農
業

者
で
組
織
す
る
団
体
で
あ
る
こ

と
【
事
業
メ
ニ
ュ
ー
】

　

今
回
募
集
す
る
事
業
メ
ニ
ュ
ー

は
、下
記
表
の
と
お
り
で
す
。

　

補
助
率
は
事
業
費
の
３
分
の
１

以
内
で
す
。

【
申
込
期
限
】

①
い
ち
ご
減
農
薬
推
進
対
策
事
業

　

12
月
28
日
㈪

②
施
設
園
芸
緊
急
病
害
虫
対
策
事
業

　

９
月
30
日
㈬

③
露
地
野
菜
重
要
病
害
虫
対
策
事
業

　

11
月
30
日
㈪

④
吉
野
梨
連
作
障
害
対
策
事
業

　

12
月
28
日
㈪

⑤
柑
橘
類
品
質
向
上
対
策
事
業

　

９
月
30
日
㈬

【
申
込
先
】

 

・ 

Ｊ
Ａ
の
各
生
産
部
会
の
加
入
者

　

各
Ｊ
Ａ
部
会
事
務
局

 

・ 

Ｊ
Ａ
の
各
生
産
部
会
の
未
加
入
者

　

農
業
振
興
課

問   

農
業
振
興
課　

農
政
係

　

 

☎
52
・
５
８
５
４（
直
通
）

【事業内容】

事業区分 事業内容 補助対象資材 採択基準

いちご減農薬
推進対策事業

害虫対策として天敵利用経費
に対する補助

ミヤコカブリダニ
チリカブリダニ

本圃面積 40a 分以下／戸
対象品目：イチゴ
購入期間：10 月下旬～ 12 月末購
入分で初期同時放飼に限る

施設園芸緊急
病害虫対策事業

定植前の苗鉢への害虫処理剤
に対する補助

プレバソンフロアブ
ル５

本圃面積 20a 分以下／戸
対象品目：トマト
薬剤上限：10ℓ以下／戸
購入期間：7～9月末購入分に限る

露地野菜重要
病害虫対策事業

定植時のセルトレイ害虫処理
剤と定植後の初期病害防除剤
に対する補助

ベリマークＳＣ
カセット水和
ライメイフロアブル

本圃面積 100a 以下／戸
ただし、栽培面積が 200a を越え
る場合は面積の半分以下とする。
対象品目：アブラナ科野菜
購入期間：6～12月末購入分に限る

吉野梨連作
障害対策事業

改植・補植時に連作障害を防ぐ
ための土壌資材に対する補助

土壌改良微生物資材 対象品目：梨

柑橘類品質向上
対策事業

マルチ資材導入に対する補助 マルチ資材 対象品目：柑橘類

お問い合わせ先：農業振興課　☎52-5854

6月30日(火)まで　梨の被害相談窓口を設置します
　3月25日から27日夜半にかけて発生しました晩霜および4月上旬の天候不順により、
梨が多大な被害を受け、４割以上の被害が予想されています。
　その対策として、被害を受けられた皆さまから要望などをお聞きするため、農業振
興課に「梨の被害相談窓口」を設置しました。梨の被害を受けられた生産者で、お困
りのことがありましたら、ご相談ください。

農
業
委
員
会
だ
よ
り

※賃借料は、果樹の成木込みの金額。
※データ数は、集計に用いた筆数である。

【お問い合わせ先】 氷川町農業委員会　☎52-5861

　平成26年1月から12月までに締結（公告）された賃貸借に
おける賃借料水準（10aあたり）は、以下のとおりです。

【田（水稲）の部】

締結された地域名 平均額 データ数

氷川町全域 16,800 円 158

【畑（普通畑）の部】

締結された地域名 平均額 データ数

氷川町全域 8,200 円 15

【畑（樹園地）の部】

締結された地域名 平均額 データ数

氷川町全域 23,700 円 3

区分 必要な条件
国庫補助額

35 歳未満 35 歳以上

１ 認定農業者で青色申告者 10,000 円（5 割） 6,000 円（3 割）

２ 認定就農者で青色申告者 10,000 円（5 割） 6,000 円（3 割）

３ 区分 1 または 2 の人と家族経営協定を締結し経営に
参画している配偶者または後継者 10,000 円（5 割） 6,000 円（3 割）

４ 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす
人で、3 年以内に両方を満たすことを約束した人   6,000 円（3 割） 4,000 円（2 割）

５ 35 歳まで（25 歳未満の場合は 10 年以内）に区分
1 を満たすことを約束した後継者   6,000 円（3 割）

魅
力
い
っ
ぱ
い
の
農
業
者
年

金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

農
業
者
年
金
現
況
届
は
忘
れ
ず
に
提
出
を

●「
積
立
方
式
」の
年
金
で
す
の
で
、

加
入
者
や
受
給
者
の
数
に
左
右

さ
れ
な
い
安
定
し
た
制
度
で
す
。

●
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

で
、年
間
60
日
以
上
農
業
に
従

事
す
る
60
歳
未
満
の
人
な
ら
誰

で
も
加
入
で
き
ま
す
。

●
農
業
の
担
い
手
と
し
て
下
の
表

の
要
件
を
満
た
す
人（
青
色
申

告
者
、認
定
農
業
者
な
ど
）に
は

月
額
で
最
高
１
万
円
の
国
庫
補

助
が
あ
り
ま
す
。

●
支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
、社
会

保
険
料
の
控
除
の
対
象
と
な
り
、

所
得
税
や
住
民
税
の
節
税
に
な

り
ま
す
。（
節
税
額
は
、支
払
っ
た

保
険
料
の
15
～
30
％
程
度
）

●
年
金
は
生
涯
受
給
で
き
ま
す
。仮

に
80
歳
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合

で
も
、死
亡
し
た
翌
月
か
ら
80

歳
ま
で
に
受
け
取
れ
る
は
ず

だ
っ
た
農
業
者
老
齢
年
金
が
、

死
亡
一
時
金
と
し
て
遺
族
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

現
況
届
は
、年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必

要
な
毎
年
の
手
続
き
で
す
。

　

農
業
者
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
人
は
、

必
ず
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
現
況
届
が
届
く
時
期
は･･･

　

５
月
末
ご
ろ
、受
給
権
者
へ
直
接「
封
書
」

で
届
き
ま
す
。

◆
現
況
届
の
提
出
時
期
は･･･

　

６
月
30
日
㈫
ま
で
に
農
業
委
員
会
へ
必
ず

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
宮
原
地
区
の
人
へ
】

　

６
月
１
日
㈪
・
２
日
㈫
の
２
日
間
は
宮
原

振
興
局
で
受
け
付
け
し
ま
す
。そ
れ
以
外
の

日
に
提
出
さ
れ
る
と
き
は
、お
手
数
で
す
が

農
業
委
員
会
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
る
と･･･

　

提
出
が
な
い
と
き
は
、11
月
の
支
払
い
よ
り
、

年
金
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、ご
注
意

く
だ
さ
い
。


